
令和６年４月１日 

令和６年度 岸和田市国民健康保険個別保健事業実施計画 

１ 目的 

岸和田市国民健康保険個別保健事業実施計画は、「第３期保健事業実施計画（データヘルス計画）」

に基づき、被保険者の健康の保持増進を図るとともに保健事業を効果的に実施することを目的として策

定する。 

 

２ 事業計画 

  （１）特定健康診査 

   【現状】 

     生活習慣病の早期発見、重症化予防のために最も基本となるのが特定健診である。しかしなが

ら、府内においても、受診率は常に低い状況にある。令和２年度 25.4％、令和３年度 27.8％、

令和４年度 30.0％と少しずつではあるが、上昇はしている。しかし、全国平均（37.5％）、大阪

府平均（30.8％、府内 36位）とはかなり差がある状況である。 

    

出典：大阪府国民健康保険団体連合会 

   【目 的】 被保険者の生活習慣病予防及び早期発見を図る。 

   【対象者】 40歳以上 75歳未満の岸和田市国民健康保険被保険者 

   【実施時期】４月下旬～３月末まで 

   【内 容】 ・個別及び集団健診にて健診を実施。 

         ・人間ドックの助成 

         ・検査項目の充実（大阪府府内統一検査として、血清クレアチニン、血清尿酸検査、

血糖検査（HBA1ｃ）、岸和田市独自検査として貧血検査） 

         ・未受診者勧奨（健診対象者の健診受診歴、医療機関受療状況などの状況に合わせ、

効率的、効果的な受診勧奨個別通知を実施。） 

         ・JOYFiT岸和田・コナミスポーツクラブ東岸和田・岸和田スイミングスクール フィ

ットネスクラブ・ブラーブの協力のもと、特定健診受診者は 1ヶ月無料体験。 

         ・大阪府健活アプリ「アスマイル」市町村オプションサービスを利用。特定健診受診

で 3,000ポイントを追加で交付。 
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令和４年度大阪府内市町村特定健診受診率



   【評価目標】・未受診者受診勧奨実施率 100％(令和５年度 77.9％) 

         ・受診勧奨対象者の受診率 15％以上（令和 4年度 21.9％） 

・健診受診率 35％（令和 4年度 30.0％） 

（２）特定保健指導 

   【現 状】 

       生活習慣病予防のための法定実施義務である特定保健指導であるが、実施率は低迷している。

また、心臓病や脳卒中発症を引き起こす危険性が高いメタボリックシンドローム該当者は、微増

しており、男性では 34.2％を占める。令和４年度の実施率は、17.7％（28位）であり、昨年度

（17.2％）と同等で、大阪府平均 18.1％に届かなかった。 

出典：大阪府国民健康保険団体連合会 

 

【目 的】 特定健診の結果、生活習慣病の発症リスクが高い者に対して、生活習慣の改善のための

支援を行い、生活習慣病の発症を予防する。 

【対象者】 特定健診の結果、特定保健指導が必要と判断された者 

【実施時期】集団健診受診者は、結果説明時から、個別健診受診者は、健診実施約３か月後に利用券

を送付。利用券到着後から令和７年３月 31日まで。 

【内 容】 ・集団健診及び積極的支援対象者については、直営(健康推進課)で実施。その他は委託

及び直営(健康保険課)で実施。 

・個別健診受診者で動機づけ支援対象者については、直営で雇用の保健師及び管理栄養 

士より電話にて利用勧奨を行い、希望者については特定保健指導を実施。 

         ・特定保健指導受診券送付時に、ハイリスクの人への送付物の工夫。(経過表等) 

【評価目標】・未利用者利用勧奨実施率(着信率)    90％（令和５年度電話着信率 60％） 

      ・特定保健指導実施率          20％以上（令和４年度 17.7％） 

      ・特定保健指導による特定保健指導対象者の減少 

                          25.0％(令和４年度 19.0％) 

      ・メタボリックシンドローム該当率    19.6％以下（令和 4年度 20.6％） 

      ・予備軍出現率             11.4％以下（令和 4年度 11.8％） 

  

 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

交
野
市

茨
木
市

貝
塚
市

柏
原
市

太
子
町

摂
津
市

能
勢
町

忠
岡
町

泉
南
市

藤
井
寺
市

泉
大
津
市

高
石
市

吹
田
市

河
南
町

熊
取
町

高
槻
市

大
阪
狭
山
市

阪
南
市

和
泉
市

千
早
赤
阪
村

枚
方
市

大
東
市

豊
能
町

守
口
市

羽
曳
野
市

田
尻
町

豊
中
市

岸
和
田
市

箕
面
市

東
大
阪
市

泉
佐
野
市

富
田
林
市

寝
屋
川
市

島
本
町

松
原
市

岬
町
池
田
市

河
内
長
野
市

八
尾
市

門
真
市

大
阪
市

堺
市
四
條
畷
市

令和4年度大阪府内市町村特定保健指導実施率



（3）重症化予防対策 

【現 状】 

一人当たり医療費については、昨年度と比べて外来、入院の両方で増加している。コロナ禍

からの回復や被保険者の高齢化等の影響を受けていることが考えられる。特に、入院医療費の金

額が、国や大阪府平均の金額と比べると差が大きく、循環器の割合が高い。 

  

令和５年度医療費の状況  （ ）内は令和４年度      出典：KDBシステム(地域の全体像の把握) 

外    来 入    院 

 岸和田市 大阪府 国 岸和田市 大阪府 国 

受診率 ％*1               706.615 

(696.10) 

714.662 

(706.674) 

721.776 

（709.576） 

20.202 

（19.608） 

17.919 

（17.491） 

19.497 

（18.814） 

一人当たり 

医療費 円*2    

17,550 

(17,490) 

17,890 

(17,650) 

17,830 

（17,400） 

13,200 

(12,530) 

11,800 

（11,510） 

12,130 

(11,650) 

１日当たり 

医療費 円*3 

16,470 

(16,600) 

16,310 

（16,080） 

16,760 

(16,500) 

38,130 

（37,570） 

44,490 

(44,360) 

38,920 

(38,730) 

*１ レセプト件数÷被保険者数×1,000 *2レセプトの総点数÷被保険者数×10円 *3レセプト総 

点数÷レセプトの診療実日数の合計×10円 

入院医療費中分類別分析                              （％） 

循環器 

18.7 

（18.1） 

その他の心疾患 6.1 

脳梗塞 3.4 

虚血性心疾患 3.3 

新生物 

16.2 

（14.4） 

その他の悪性新生物(腫瘍) 6.5 

悪性リンパ腫 1.6 

気管、気管支及び肺の悪性新生物 1.5 

精神 

13.2 

（14.1） 

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 7.9 

気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 2.3 

その他の精神および行動の障害 1.5 

筋骨格 

11.5 

（10.7） 

その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 4.2 

関節症 3.5 

脊椎障害(脊椎症を含む) 2.0 

 

 



   【目 的】  特定健診の結果、受療が必要な者に受診勧奨及び保健指導を実施し、生活習慣病の重 

症化を予防する。 

       【対象者】 ・特定保健指導の対象外となった収縮期血圧 160ｍｍHg 以上又は拡張期血圧 100ｍｍHg

以上の者 

・特定保健指導の対象外となった HbA1c６．５％以上で未治療者 

・中性脂肪 500ｍｇ/dl以上、LDLコレステロール 200ｍｇ/dl以上の者(健康推進課実 

施) 

【実施時期】 通年 

【内 容】  対象者にリーフレット送付後、委託業者（保健師）より、電話にて受診勧奨及び保健

指導を実施。 

【評価目標】・医療受診勧奨実施率            80％(令和 5年度 71.8％) 

        ・受診勧奨後の受療率            80％(令和 5年度 73.5％) 

       ・健診受診者の高血圧者（160/100ｍｍHｇ以上）の割合減少(未治療者) 

                             4.5％（令和 4年度 5.12％） 

       ・健診受診者の血糖異常者（HbA1ｃ6.5％以上）の割合の減少(未治療者) 

 3.5％（令和 4年度 3.8％） 

        ・健診受診者の HbA1c8.0％以上の者の割合   1.5％以下(令和 4年度 1.8％) 

（4）糖尿病性腎症重症化予防対策 

   【目 的】   糖尿病で通院中の患者のうち、重症化するリスクの高い者に対して主治医と連携した

保健指導を実施するとともに、受診勧奨が必要な者に受診勧奨することにより、腎不

全、人工透析への移行を予防する。 

   【対象者】   空腹時血糖 126㎎/dℓ以上、HbA1c6.5％以上、尿蛋白（+）以上、eGFR15以上 60未

満、糖尿病性腎症 3～4期。 

   【実施時期】 ５月～３月 

   【内  容】  ・対象者へ事業参加勧奨文を送付。その後架電により勧奨。主治医意見書に基づき架電

10回、個別面談 2回により保健指導を実施。 

           ・未治療者や治療中断者に対して文書及び電話による医療受診勧奨を行う。 

   【評価目標】 ・受診勧奨実施率              80％(令和 5年度 15％) 

・受診勧奨後受療率            80％（令和 5年度 11.1％） 

・保健指導実施率             80％(令和 5年度 80％) 

           ・糖尿病性腎症による新規透析導入者の割合 48％（令和５年度 41.7％） 

(5)重複・長期多剤服薬適正化事業 

   【目 的】  長期の多剤・重複投薬など服薬にリスクのある者に対して、自身の薬に関するお知ら

せを送付するとともに保健指導を実施し、かかりつけ薬局などへの相談につながること

で、健康被害の抑制や医薬品の適正使用を目指す。 



   【対象者】  65歳以上で６種類以上服薬している者（１医療機関ですべての医薬品を管理している

場合を除く） 

   【実施時期】 11月～３月 

   【内 容】   対象者へ服薬情報通知書を送付。送付後よりハイリスクの人へ電話による保健指導を

実施。 

   【評価目標】 ・通知率           100％(令和５年度 100％) 

         ・指導実施者の薬剤費改善率  20％(令和５年度 22％) 

（6）後発医薬品の利用普及 

   【目 的】  調剤医薬費の適正化 

   【対象者】    後発医薬品利用により 300円以上の自己負担金の軽減額が生じると見込まれる者 

   【実施時期および内容】 

調剤月の約３か月後に差額通知書を送付。 

   【評価目標】  ・利用率 80％以上(令和 5年度 77.9％) 

（7）高齢者の保健事業・介護予防事業の一体化事業の推進 

   【目 的】   健康寿命の延伸のため、フレイル（身体的脆弱性・精神心理的脆弱性・社会的脆弱性

といった問題を抱えている状態）に着目した取組を関係課で連携により実施する。 

   【対象者】   いきいき百歳体操等通いの場への参加者 

   【実施時期】 ４月～３月 

   【内 容】  フレイル予防等のための健康教育及び健康相談 

 

３ 推進体制 

  保健事業の円滑な実施を図るための推進体制は、以下のとおりとする。 

  関係機関・団体                 医師会・薬剤師会・医療機関・事業実施機関等 

                          健康保険課 

     

岸和田市                   健康推進課 

 

                          介護保険課・地域包括支援センター  

 

 

         


